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第１４３回 全日本剣道連盟「社会体育指導員剣道（初級）」 

および公益財団法人日本スポーツ協会「剣道コーチⅠ（専門科目）」養成講習会要項 

１ 目  的 

  地域において、剣道活動を実施している学校・道場・クラブ・グループ・スポーツ教室等で剣道の実践的指導

に当っている指導者の資質の向上を図り、剣道をより充実し正しく普及発展させること、および指導者に必要な

知識・能力を得ようとする者の養成を目的とする。なお、地域社会における剣道の指導者としての公的資格を得

るための、公益財団法人日本スポーツ協会「剣道コーチⅠ（専門科目）」の講習を兼ねる。 

 

２ 主  催 

公益財団法人 全日本剣道連盟 

 

３ 後  援 

一般財団法人 滋賀県剣道連盟 

 

４ 期  間  令和５年１月２７日（金）～１月２９日（日） 

 

５ 会  場  滋賀県立武道館 

〒520-0801：滋賀県大津市におの浜 4-2-15 TEL：０７７－５２１－８３１１ 

宿舎は各自で確保すること。なお、懇親会はコロナ感染拡大防止のため行わない。 

 

６ 日程および科目 

  別紙日程表による。 ※講習生の人数によって、時間・日程変更する場合がある。 

 

７ 受講資格 

（１） 各都道府県剣道連盟の登録会員であり、年齢２０歳以上（原則）で剣道三段以上の者で、地域において、

剣道活動を実施している学校・道場・クラブ・グループ・スポーツ教室等で、剣道の実践的指導に当って

いる指導者および指導者に必要な知識・能力を得ようとする者。 

（２） 全日程を受講できる者。 

（３） 年齢基準は、令和５年３月３１日以前に２０歳の者。 

 

８ 受講対象（定員） 

  本講習会は、一般募集もするが第 139 回初級・第 140 回初級受講対象外の方を優先的に受講させる。 

  人数枠 ８０名（予定） 

 

９ 申込み 

  受講希望者は申込書（別紙２）に必要事項を各人が記入し、登録都道府県剣道連盟に申込むこと。 

都道府県剣道連盟は、一覧表（別紙３）を作成し、申込書（別紙２）を添え一括全剣連に申込むこと。 

[申込み先] 〒102-0074 東京都千代田区九段南２－３－１４ 靖国九段南ビル２階 

             公益財団法人 全日本剣道連盟事務局 事業部門 社会体育担当 

電 話 ０３－３２３４－６２７１  ＦＡＸ ０３－３２３４－６００７ 

 

10 申込み締切り 

  令和４年１２月９日（金）必着のこと。 

 

11 受講者の決定 

（１） 全剣連は申込み締切り後、受講希望者本人に関係書類を送付する。 

（２） 受講者は、参加経費を後日送付する関係書類(事務連絡)に従い、直接全剣連に納入する。 

※ 後日、全剣連より振込用紙を送付する。 

 （３）今後の状況次第では、開催を中止する場合もある。開催中止の場合には、参加者への通知ならびに全剣連

ホームページで連絡する。 

宿泊所、交通機関のキャンセル代が発生する場合は自己負担になる。 



12 参加経費 

〈講習会参加経費〉《一般》 受講料                   １８，２００円 

剣道社会体育教本代              ２，１００円 

                 昼食代（金、土曜日分）            ２，０００円 

                 集合写真代                  １，０００円 

                                    合計 ２３，３００円 

        《シルバー割引》  ６５歳以上は一般の受講料の一割引。 

                 受講料                   １６，５００円 

それ以外は《一般》と同様 

                                    合計 ２１，６００円 

       ※剣道社会体育教本の購入を希望しない方は、２，１００円を引いた額になります。 

シルバー対象は令和５年３月３１日までに６５歳になる者。 

 

〈全剣連登録料〉   後日認定証と共に登録料（５，５００円）振込用紙をご自宅宛てに郵送する。 

           登録料未払いの場合、認定をしない。  

  〈受講取消しの返金〉 （１）令和５年１月２０日（金）までは手数料を引き全額返金。手数料 ６１０円 

（２）それ以降は昼食代および手数料を引いた額を返金。 

（３）上記（１）（２）以外の返金はしない。 

 

13 安全対策 

（１）参加者は、各自十分健康管理に留意して本講習会に参加すること。 

（２）全剣連において、講習会実施中、傷害発生の場合は応急処置を講じ、病院等で治療を受けられるよう手配

する。この場合、当日の治療費（手術、入院費は含まない）は全剣連が負担する。 

 （３）全剣連は講習中の参加者の事故に対し、（講習会場への往復途上は含まれる）傷害保険に加入する。 

   参加者は、必ず健康保険証（コピー不可）を持参すること。 

（４）新型コロナウイルス感染症拡大予防のため、全日本剣道連盟のガイドラインを遵守すること。また、講習

会の２週間前から講習会当日まで、「健康観察チェックシート」（後日、全剣連より送付する）を記入し、

講習会当日の受付に提出する。 

 

14 その他 

（１）申込書に記載される個人情報（登録県名、称号・段位、漢字氏名、カナ氏名、年齢、生年月日、住所、 

電話番号、職業等）は全剣連が実施する本講習会のために利用する。なお、登録県名、氏名、年齢等の最

小限の個人情報は必要の都度、目的に合わせ公表媒体（掲示用紙、ホームページ、剣窓等）に公表するこ

とがある。更に、普及発展のためマスコミ関係者に必要な個人情報を提供することがある。 

また、全剣連は、研究材料としてビデオ撮影することがある。 

（２）本講習会を合格した者には「全剣連社会体育指導員剣道（初級）」の認定証を授与する。なお、規定の基準

に達しない科目がある場合は条件付合格となる。 

（３）本講習会に合格した者は、公益財団法人日本スポーツ協会「剣道コーチⅠ（専門科目）」の修了者となる。 

（４）本講習会の受講者は、通信教育で８単位分を自宅学習し、講習会時に指定の論文を提出し、通信教育分の

筆記試験を受験する。 ※後日、論文課題等を本人に送付する。 

（５）本講習会の合否は、後日、受講者本人に連絡する。 

（６）合格者の登録料は、後日、本人より全剣連に振り込む。 

（７）「全剣連社会体育指導員剣道（初級）」の認定証は、後日、個人評価表と合わせて本人に送付する。 

 

15 新型コロナウイルス感染症に関する注意事項 

（１）受講者は、新型コロナワクチンを 2回以上受け 2週間以上が経過している、又は講習会開催日直近 3 日以 

内の抗原検査等の結果が陰性であることとする。 

（２）本講習会では、入場時体温測定を実施し 37.5 度以上ある者は受講できない。 

（３）糖尿病や心不全などの基礎疾患のある者は、主治医の承認を得て受講すること。 

（４）受講者は、必ずマスク（講習中含）を着用すること。面着装時は、面マスクとマウスシールドを着用する

こと。 ※眼と鼻の部分を覆うシールドについても着用を推奨する。 

（５）受講者は、受付時「健康記録チェックシート」を提出すること。       

（６）講習生同士で、夜の会食は行わないこと。 

（７）木刀・審判旗は、各自で準備して共有しないこと。 

（８）講習期間中に、関係者から新型コロナウイルス感染が確認された場合は、講習の日程を変更・短縮するこ

とがある。 


